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広告

下
水
道
に
汚
水
以
外
の
も
の

を
流
さ
な
い
で
く
だ
さ
い

　

皆
さ
ん
が
台
所
や
お
風
呂
、
ト
イ

レ
な
ど
で
使
っ
た
水
（
汚
水
）
は
、

下
水
管
を
通
っ
て
浄
化
セ
ン
タ
ー
に

送
ら
れ
、
浄
化
さ
れ
た
あ
と
海
や
川

に
放
流
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

下
水
管
に
は
、
汚
水
を
ス
ム
ー
ズ

に
流
す
た
め
に
、
い
く
つ
も
の
ポ
ン

プ
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

ポ
ン
プ
は
、
皆
さ
ん
の
家
庭
か
ら
出

る
汚
水
以
外
の
物
を
流
せ
ま
せ
ん
。

　

下
水
管
に
汚
水
以
外
の
も
の
を
流

さ
れ
る
と
、
マ
ン
ホ
ー
ル
か
ら
汚
水

が
あ
ふ
れ
た
り
、
下
水
道
を
使
っ
て

い
る
家
庭
の
汚
水
を
処
理
で
き
な
く

な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
次

の
も
の
は
絶
対
に
下
水
道
へ
は
流
さ

な
い
で
く
だ
さ
い
。

●
紙
お
む
つ

●
タ
オ
ル
や
下
着
な
ど
の
布

●
ガ
ソ
リ
ン
な
ど
の
危
険
物

▼
問
合
せ
先

　
上
下
水
道
課（
内
線
４
４
１・４
４
４
）

９
月
10
日
は

　
「
下
水
道
の
日
」
で
す

　
「
下
水
道
の
日
」
は
、
日
本
の
下

合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す

　

市
で
は
、
下
水
道
の
整
備
計
画
の

な
い
地
域
に
お
住
ま
い
の
方
で
、
合

併
浄
化
槽
（
住
宅
か
ら
出
さ
れ
る
汚

水
を
全
て
処
理
す
る
設
備
）
を
新
た

に
設
置
さ
れ
る
方
に
補
助
金
を
交
付

し
て
い
ま
す
。

　

補
助
金
は
設
置
費
用
の
一
部
に
対

し
て
交
付
す
る
も
の
で
、
設
置
す
る

浄
化
槽
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
額
が
決

ま
っ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
上
下
水
道
課
（
内
線
４
４
１
）

臨
時
福
祉
給
付
金
の

申
請
受
付
を
開
始
し
ま
す

　

昨
年
４
月
に
消
費
税
が
引
き
上
げ

ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
得
の
低
い

方
々
へ
の
負
担
を
考
慮
し
、
暫
定
的・

臨
時
的
な
措
置
と
し
て
今
年
度
も
臨

時
福
祉
給
付
金
が
給
付
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給

付
金
の
申
請
を
さ
れ
た
方
で
も
、
臨

時
福
祉
給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
る

方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
申
請
す
る
こ
と
に

よ
り
、
両
方
の
給
付
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
者　
平
成
27
年
１
月
１
日
時
点

　

で
滑
川
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て
お

　
り
、平
成
27
年
度
分
の
市
民
税
（
均

　
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方

※
市
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ

　

て
い
る
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
方

　

や
生
活
保
護
の
受
給
者
は
対
象
に

　
は
な
り
ま
せ
ん
。

支
給
額　
１
人
に
つ
き
６
０
０
０
円

申
請
方
法　
９
月
初
旬
ま
で
に
、
給

　

付
対
象
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
方

　

の
世
帯
主
あ
て
に
申
請
書
な
ど
の

　
関
係
書
類
を
郵
送
し
ま
す
。

　

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

　

え
、
次
の
書
類
を
添
え
て
、
返
信

　

用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

給
付
金
は
、
指
定
さ
れ
た
口
座
に

　
振
り
込
み
ま
す
。

①
本
人
確
認
書
類
の
コ
ピ
ー

②
振
込
先
の
預
金
通
帳
の
コ
ピ
ー

※
昨
年
度
と
振
込
先
が
異
な
る
場
合

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

を
更
新
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
方
で
、

10
月
１
日
㈭
以
降
に
医
療
機
関
で
診

療
な
ど
を
受
け
ら
れ
る
方
は
、
こ
れ

ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
被
保
険
者
証

は
使
え
ま
せ
ん
。
10
月
１
日
㈭
か
ら

は
、
９
月
下
旬
に
郵
送
さ
れ
る
新
し

い
被
保
険
者
証
（
グ
リ
ー
ン
）
を
使

用
し
て
く
だ
さ
い
。
有
効
期
限
を
過

ぎ
た
古
い
被
保
険
者
証
に
つ
い
て

は
、
ご
自
分
で
確
実
に
破
棄
し
て
く

だ
さ
い
。

　

被
保
険
者
証
の
カ
バ
ー
が
必
要
な

方
は
、
市
民
課
お
よ
び
市
民
健
康
セ

ン
タ
ー
に
置
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

　
市
民
課
（
内
線
３
８
３
・
３
８
４
）

国
民
年
金
保
険
料
の
後
納
制
度

が
９
月
30
日
で
終
了
し
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
の
後
納
制
度
と

は
、
時
効
に
よ
り
納
付
で
き
な
か
っ

た
国
民
年
金
保
険
料
を
、
過
去
10
年

③
平
成
27
年
度
分
の
非
課
税
証
明
書

※
扶
養
者
の
住
所
が
市
外
の
場
合

申
請
期
間

　
９
月
１
日
㈫
～
12
月
１
日
㈫

※
申
請
期
間
中
に
申
請
さ
れ
な
か
っ

　
た
場
合
は
、
給
付
で
き
ま
せ
ん
。

給
付
時
期　
10
月
か
ら
随
時
給
付
予

　

定
（
審
査
結
果
は
別
途
通
知
し
ま

　
す
）

▼
問
合
せ
先

　
総
務
課
（
内
線
２
１
５
・
２
１
６
）

間
ま
で
遡
っ
て
納
付
で
き
る
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

年
金
額
が
増
え
た
り
、
納
付
し
た
期

間
が
不
足
し
て
い
た
た
め
年
金
を
受

給
で
き
な
か
っ
た
方
が
、
受
給
資
格

を
得
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
す
で
に
老
齢
基
礎

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
利
用
で

き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
日
本
年
金
機
構

に
よ
る
審
査
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、

後
納
制
度
を
利
用
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
９
月
30
日
で
終
了
す

る
た
め
、
制
度
を
利
用
で
き
る
方
は
、

同
日
ま
で
に
保
険
料
を
納
め
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
直
ち
に
納
付
書

を
発
行
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
制
度
の
利
用
を
考
え

て
い
る
方
は
、
時
間
に
余
裕
を
も
っ

て
魚
津
年
金
事
務
所
ま
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
10
月
１
日
か
ら
３
年
間
に

限
り
、
過
去
５
年
間
納
め
忘
れ
た
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
で
き
る
「
５

年
の
後
納
制
度
」
が
始
ま
る
予
定
で

す
が
、
納
付
で
き
る
期
間
が
短
く
、

保
険
料
の
加
算
額
も
高
く
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
魚
津
年
金
事
務
所　
国
民
年
金
課

　
☎
０
７
６
５
‐
24
‐
１
４
９
４

▲国民健康保険被保険者証

水
道
整
備
が
世
界
の
国
々
と
比
べ
、

と
て
も
遅
れ
て
い
た
た
め
、
整
備
の

促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
下
水
道
の

役
割
や
大
切
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
た

め
に
昭
和
36
年
か
ら
始
め
ら
れ
、
毎

年
９
月
10
日
を
中
心
に
、
全
国
各
地

で
下
水
道
に
関
す
る
催
し
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

下
水
道
は
、
皆
さ
ん
が
台
所
や
お

風
呂
、ト
イ
レ
な
ど
で
使
っ
た
水
（
汚

水
）
を
集
め
、
浄
化
セ
ン
タ
ー
で
き

れ
い
な
水
に
し
た
後
、
海
や
川
へ
戻

す
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

汚
水
が
そ
の
ま
ま
海
や
川
へ
流
れ

込
む
と
魚
が
住
め
な
く
な
っ
た
り
、

植
物
が
育
た
な
く
な
る
な
ど
、
自
然

環
境
が
悪
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
生

活
に
必
要
な
き
れ
い
な
水
も
使
う
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

将
来
に
わ
た
っ
て
滑
川
市
の
自
然

環
境
を
残
し
、
快
適
で
住
み
良
い
ま

ち
を
つ
く
る
た
め
に
も
、
下
水
道
を

利
用
で
き
る
地
域
に
お
住
ま
い
の
方

は
、
１
日
も
早
い
下
水
道
の
利
用
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　
上
下
水
道
課
（
内
線
４
４
２
）

９月市議会定例会 会議日程（予定）
   １日㈫   10:00 ～　本会議　会期の決定（＊）
　　　　　　　　　　　　　　 提案理由説明（＊）
　　　　　　　　　　　　　　 補足説明
   　　上記終了後～　委員会　議会運営委員会
   ２日㈬  ～  ４日㈮　議案調査日
   ５日㈯  ～  ６日㈰　休　会
   ７日㈪   10:00 ～　本会議　代表質問（＊）
　　　　　　　　　　　　　　質疑・一般質問（＊）
   ８日㈫     9:00 ～　委員会　議会運営委員会
                10:00 ～　本会議　質疑・一般質問（＊）
　　　　　　　　　　　　　　議案の委員会付託（＊）
   ９日㈬   10:00 ～　委員会　総務文教委員会
　　　　　14:00 ～　委員会　民生環境委員会
 10 日㈭   10:00 ～　委員会　産業建設委員会
 11 日㈮   13:00 ～　委員会　議会運営委員会
                13:30 ～　協議会　全員協議会
                14:00 ～　本会議　委員長報告（＊）、質疑（＊）、
　　　　　　　　　　　　　　討論（＊）、採決（＊）

（＊）が付いているものは、ケーブル
テレビ（Ｎｅｔ３）121ch（コミチャ
ン 12）で放送します。
また、９月 13 日㈰の 20 時から約２
時間ずつ７日間に分けて、再放送を予
定しています。

広告 広告


